
彩都西小学校の登校日の持ち方について

１、日時

➀出席番号１～１２児童 火曜日（12日 19日 26日）８：３０～１０：０５

②出席番号１３～２３児童 火曜日（同上） １０：４５～１２：２０

③出席番号２４～ 児童 木曜日（14日 21日 28日）８：３０～１０：０５

（注）きょうだいがいる場合は、上の学年に合わせて変更可能。

教員が登校後確実に児童に対応できるよう、開門を８時２０分とする。また、②

１０時４５分～の児童は、前半児童と重ならないよう１０時３５分以降の入門。

２、持ち物

・健康カード（毎日の検温）、水筒、手洗い用ハンカチと汗ふきタオル、マスク着用、

筆記用具、出された課題。

３、その他

・感染症対策として、換気、手洗いの励行。座席を配慮。消毒を実施します。

・登校できなかった場合は、課題プリントを次回までお預かりします。（取りに来て

いただけると助かります。）

国からの緊急事態宣言が 5月 31日まで延長されたことに伴い、本市小中学校の臨時休業措

置を延長するとともに、下記の対応を実施します。

(休校期間) 令和 2年 5月 11日（月）〜5月 31日(日)

（児童生徒が学ぶことができる環境づくり）

国の基本的対処方針（5/4）及び大阪府からの要請(5/5)に基づき、感染予防に最大限

配慮した上で、段階的に学校教育活動を再開し、児童生徒が学ぶことができる環境を作っ

ていきます。

① 登校日

5月 1１日(月)より、登校日を実施し、休校期間中の児童生徒の心のケアや学習支援を行い

ます。

児童生徒一人あたり、週１回とします。

分散登校を行い、１教室の人数を 15人以内とし、座席の距離も１～２ｍ離します。

学校にいる時間を、２時間までとします。

授業日ではありませんので、参加できない場合も欠席とはなりません。



② 茨木っ子オンライン授業

5月 18日より、全児童生徒対象の茨木っ子オンライン授業を実施し、休校期間中の学びを

保障します。

・登校日に、学習課題やワークシート等を配布するとともに、ネット環境が無いご家庭に

はタブレット貸し出しを行います。

・授業動画を見ながらワークシートやノート等に書き込み、次の登校日に持ってきてくだ

さい。

・詳細は、２週目以降の登校日に配布するプリントでお知らせします。

（見守り登校）

国の緊急事態宣言が延長されたことをうけ、小中学校とも規模を縮小した形の見守り登校

を継続します。

利用される場合は、「見守り登校利用申請書」の提出が必要になります。申請書は学校で用

意しておりますが、茨木市ホームページの学校教育推進課のページからもダウンロードで

きます。

（夏休み及び冬休み）

休校期間における小中学校の授業時数を確保するという観点と、自粛することを強いられ

ている子どもたちに自由な時間を保障するという観点から、今年度の夏休みと冬休みを下

記のとおりとします。（すべて土日休日を含む日数）

夏休み 8月 1日～8月 16日（16日間） ※19日間短縮

冬休み 12月 26日～1月 4日(10日間) ※4日間短縮

以上については、現時点での決定になりますので、状況が変われば変更になることもあり

ます。


